
第５０号議案 

 
一宮市教育委員会後援名義の使用について 

 
一宮市教育委員会後援名義の使用について、別紙のとおり申請がありました     

ので、教育委員会の審議に付します。 

 
 
令和３年１２月２１日 

 
一宮市教育委員会       

教育長 高 橋 信 哉  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

一宮市教育委員会後援名義使用許可基準 

 

（許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行うも       

のとする。 

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する事業 

(2) 学校又は学校の連合体が主催する事業 

(3) 市内の公共的団体及びこれに加盟している団体が主催する事業 

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人を除く。）が主催する事業 

(5)  次に掲げる団体等が主催する事業で、その内容（入場料、場所、事業内容等）が         

適当と認められる事業 

ア 市内の教育関係団体 

イ 報道機関（新聞社又は放送局） 

ウ 国、地方公共団体が補助等をしている団体 

(6) 過去において、教育委員会が後援した実績のある事業 

(7) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が適当と認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援        

名義の使用を許可しないものとする。 

(1) 営利を目的として行われる事業 

(2) 特定の政党又は宗教団体が主催する事業 

(3) 教育の中立性を損なうおそれのある事業  

(4) 会員制又は会員勧誘を前提とした事業 

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

(6) 市内全域を対象としない事業 

(7) 一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成 23 年一宮市条例第 24 号）第 2 条第 1         

項第１号に規定する暴力団又は同項第 2 号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接             

な関係を有する者が主催し、又は関与すると認められる事業 

(8) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が支障があると認めた事業 

 



一宮市教育委員会後援名義使用許可申請
（学校教育課）

受付
番号

申請者 事業名 内容 実施日 開催場所 参加料
許可
基準

33

株式会社　中広

代表取締役社長

中島
なかしま

　永
えい

次
じ

中学生のキャリア
教育のための副読
本『わたしたちの地
域のお仕事ブック』
(2022年度版)

・地域の産業・企業を紹介する冊子を作
成し、愛知県内の中学校2年生に「わたし
たちの地域のお仕事ブック」を無償配付。
・令和４年度に、愛知県内の中学校２年
生（約66,000名）を対象に配付予定。

(7)

－1－


